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議案 

第１０号 

契約の変更について（袖ケ浦市庁舎整備工事） 

（主な内容） 

袖ケ浦市庁舎整備工事について、物価上昇に伴うインフレ

スライドの適用及び事前に調査又は確認できず各工事の施工

段階で判明した追加工事や仕様書の見直しによる工事費の削

減に係る設計図書等の変更に伴い、契約金額を変更するため、

袖ケ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

である。

１ 原契約の相手方 大成建設株式会社 千葉支店

２ 変更後の契約金額 ６，９０８，１４３，０００円

財政部 
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議案第１０号資料 

 

変更理由 

袖ケ浦市庁舎整備工事について、物価水準の上昇に伴い原契約の相手

方から設計・施工契約書第３３条第６項に規定する契約金額の変更の請

求があり、本年３月２９日を基準日とするインフレスライドを適用し、

当該基準日における残工事に対して協議をするとともに、実勢価格と物

価変動による指数が乖離する資材単価等の妥当性の検証した結果を基に、

相手方とスライド額が確定したものである。 

また、事前に調査又は確認できず各工事の施工段階で判明した地中埋

設物及び石綿含有建材等の撤去や、既存躯体の劣化等に伴う補修などの

追加工事と設計及び仕様書の見直しによる工事費の削減を設計・施工契

約書第４０条に規定する設計図書等の変更により、インフレスライドと

併せて変更し、契約金額を１５９，３２４，０００円増額するものであ

る。 

 

１ 契約金額  

 変更前  ６，７４８，８１９，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

変更後  ６，９０８，１４３，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

  増 額    １５９，３２４，０００円  
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